
 

                             

 

越知谷ブロック地域自治協議会規約 

 

 

第１章 総則 

（名称）越知谷ブロック地域自治協議会 

第１条 この協議会は、越知谷ブロック地域自治協議会（以下「協議会」という。）と

いう。 

（目的） 

第２条 協議会は、各行政区の活動を支援し、人口減少からの活性化につながる仕組

みとして制度化された神河町地域自治協議会等に関する要綱に基づき、越知谷ブロッ

ク地域における協働のまちづくりと将来にわたって持続可能な地域づくりを推進する

ことを目的とする。 

（事務所の所在地） 

第３条 協議会の事務所は、神河町大畑４０６番地の３ ふれあい喫茶ほっと内 に

置く。 

（活動の内容） 

第４条 協議会は第２条の目的を達成するため、次に掲げる取り組みを行う。 

（１） 地域課題の把握や情報の発信 

（２） 地域課題の解決に向けての協議及び事業の実施 

（３） 地域づくり計画に基づく事業の実施 

（４） その他、協議会の目的達成のために必要な活動 

（区域） 

第５条 協議会の区域は、新田区、作畑区、大畑区、越知区、岩屋区の５区の行政区

域とする。 

第２章 協議会の構成 

（協議会の構成員） 

第６条 協議会の構成員は第５条に示す区域に居住する住民及び区域内で活動する各

種団体、民間事業者等とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、暴力団若しくはその構成員の統制下にあるもの、なら

びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に規定する処分を受けてい

る団体又はその統制下にあるものは協議会の構成員となることができない。 

第３章 役員 

（役員） 

第７条 協議会には次の役員を置く。 

（１）会長 １名 

（２）副会長 ２名 

（３）部会長 ５名以内 



 

（４）理事 ５名 

（５）監事 ２名 

２ 会長、副会長、及び監事は、総会において協議会の構成員の中から選出する。 

３ 部会長は、各部会において、部会員の中から選出する。 

４ 理事は、各区長が当たる。 

５ 監事と会長、副会長、部会長及び理事は、相互に兼ねることはできない。 

（役員の選任） 

第８条 役員は総会での承認を経て決定する。 

（役員の職務） 

第９条 役員の職務は次のとおりとする。 

（１） 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。 

（２） 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

（３） 部会長は、部会を代表し、会務を統括する。 

（４） 理事は、理事会において協議会の運営に関する事項及び総会に諮るべき事項

を審議する。 

（５） 監事は、協議会の会計、及び事業の執行状況を監査し、総会において監査報

告をする。 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は、２年（翌々年の定期総会の終了まで）とする。ただし、再

任は妨げない。 

２ 役員の中で欠員が生じたとき、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

第４章 会議 

（会議） 

第１１条 協議会の会議は、総会、理事会及び部会とする。 

２ 会議は、原則として全て公開し、協議会の構成員は傍聴できるものとする。ただ

し、それぞれの会議を代表する者が認めた場合には、その他の者も傍聴できるものと

する。 

第５章 総会 

（総会） 

第１２条 総会は、協議会の最高議決機関とする。 

（総会の種別） 

第１３条 総会は、定期総会と臨時総会の二種とする。 

（総会の構成） 

第１４条 総会は、代議員をもって構成する。 

２ 代議員の定数は３０名までとし、別表第 1に掲げる、第６条第１項の構成員を代

表する理事、及び部会長等により構成し、任期は２年（翌々年の定期総会の終了ま

で）とする。ただし、再任は妨げない。 

３ 別表第１に掲げる代議員数は、理事会の協議決定により変更することができる。 



 

（総会の機能） 

第１５条 総会は次の事項を議決する。 

（１） 事業計画及び予算案 

（２） 事業報告及び決算 

（３） 地域づくり計画の変更 

（４） 規約の改正 

（５） 総会で提案された事項 

（６） 役員の選任と解任 

（７） その他協議会の運営に関する重要な事項 

（総会の開催） 

第１６条 定期総会は、毎年度決算終了後２ヶ月以内に開催する。 

２ 臨時総会は、会長が必要と認めた場合又は代議員の３分の１以上の請求があった

場合に開催する。 

（総会の招集） 

第１７条 総会は、会長が招集する。 

２ 総会を招集するには、少なくとも会議開催の１週間前までに、会議の日時、場所

及び目的を示して、代議員に文書をもって通知しなければならない。また、併せて、

所定の場所に掲示しなければならない。 

（総会の議長） 

第１８条 総会の議長は、その総会に出席している代議員の中から互選により選出す

る。 

（総会の定足数） 

第１９条 総会は、代議員の過半数の出席（委任状を含む）をもって成立する。 

（総会の議決） 

第２０条 総会の議事は十分に話し合い決する。意見が分かれた場合には、出席して

いる代議員の過半数をもって決し、可否同数となった場合は議長の決するところによ

る。 

（総会の書面表決等） 

第２１条 やむを得ない理由のため総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知さ

れた事項について、議長又は他の代議員を代理人とし、委任状により表決を委任する

ことができる。 

（総会の議事録） 

第２２条 総会の議事録を作成し、次の事項を記載する。 

（１） 日時及び場所 

（２） 代議員総数及び出席代議員数（委任状を含む） 

（３） 審議事項及び議決事項 

（４） 議事の経過の概要及びその結果 

（５） 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名



 

押印しなければならない。 

第６章 理事会 

（理事会） 

第２３条 協議会の運営に関する事項及び総会に諮るべき事項を審議決定するため

に、理事会を設置する。 

（理事会の構成） 

第２４条 理事会は、会長、副会長、理事、部会長及び監事をもって構成し（以下

「理事会構成員」という。）、任期は２年（翌々年の定期総会の終了まで）とする。た

だし、再任は妨げない。 

２ 理事は、代議員を兼ねることができる。 

（理事会の機能） 

第２５条 理事会は、次の事項を審議する。 

（１） 総会に付議する事項 

（２） 総会で承認を得た事業計画に基づく事業の実施に関する事項 

（３） 規約に定める事項 

（４） その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（理事会の招集） 

第２６条 理事会は、会長が招集する。 

（理事会の議長） 

第２７条 理事会の議長は、会長が務める。ただし、会長に事故があり出席できない

場合には、会長が指名する副会長が代理できるものとする。 

（理事会構成員以外の出席） 

第２８条 会長が必要と認める時は、理事会構成員以外の者を出席させ、意見を求め

ることができる。 

（理事会の定足数） 

第２９条 理事会は、理事会構成員の過半数の出席をもって成立する。 

（理事会の議決） 

第３０条 理事会の議事は十分に話し合い決する。意見が分かれた場合は出席をして

いる理事会構成員の過半数をもって決し、可否同数となった場合は議長の決するとこ

ろによる。 

（理事会の議事録） 

第３１条 理事会の議事録を作成し、次の事項を記載する。 

（１） 日時及び場所 

（２） 理事会構成員総数及び出席理事会構成員数 

（３） 出席理事会構成員氏名 

（４） 開催目的、審議事項及び議決事項 

（５） 議事の経過の概要及びその結果 

第７章 部会 

（部会） 



 

第３２条 地域づくり計画に基づく事業を実施するため、次の部会を設置することが

できる。 

（１） 地域の福祉の向上に関する部会 

（２） 地域の子どもの健全育成及び文化に関する部会 

（３） 地域の生活環境の向上に関する部会 

（４） 地域の安全・安心及び活性化に関する部会 

（５） その他地域づくり計画に基づく部会 

２ 部会には、事業内容について協議をする部会員を置くものとする。 

（部会の報告） 

第３３条 部会の長は、理事会に対し事業の執行状況を報告する。 

第８章 事務局 

（事務局） 

第３４条 協議会の円滑な運営を行うため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長を置く。 

３ 事務局長は、理事会が任命し、協議会の運営及び会計事務を行うほか部会長を兼

務することができる。 

４ 事務局には、必要に応じて事務局員を置くことができるものとし、事務局員は部

会長を兼務することができる。 

５ 事務局の運営に関する事項は、理事会で定める。 

第９章 地域づくり計画 

（地域づくり計画の策定） 

第３５条 協議会区域の現状と課題、将来像、基本方針、目標等をまとめた地域づく

り計画について、適宜検討し、必要に応じて見直すものとする。 

第１０章 資産 

（資産） 

第３６条 協議会を構成する各行政区における資産は、従来どおり各行政区に属す

る。 

第１１章 会計及び監査 

（収入の構成） 

第３７条 協議会の経費は、協賛金、協議会が行う事業等の収入、町からの交付金及

びその他の収入をもって充てる。 

（会計年度） 

第３８条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（会計帳簿の整備） 

第３９条 協議会は、会の収入および支出を明らかにするため、会計に関する帳簿を

整備する。 

２ 協議会の構成員による帳簿閲覧の請求があったときは、正当な理由がない限り、

この閲覧を認めなければならない。 

（監査） 



 

第４０条 監事は会計年度終了後、速やかに監査を実施し、その結果を総会にて報告

する。 

第１２章 規約の変更及び解散 

（規約の変更） 

第４１条 この規約を変更する場合は、総会において、代議員の３分の２以上の賛成

を得なければならない。 

（解散） 

第４２条 協議会を解散する場合は総会において、代議員の３分の２以上の賛成を得

なければならない。 

第１３章 その他 

（その他） 

第４３条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、総会の議

決を経て会長が別に定める。 

附 則 

１ この規約は、地方自治法第２６０条の２第 1 項の規定に基づき、協議会が神河町

長の認可を受けた日から施行する。 

２ 第３条の規定は令和６年４月１日から施行する。 

  



 

 

【別表1】

★地域自治協議会規約 第１４条に規定する代議員組織図

（理事/各区長５名）
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公募により選ばれた住民９名

（１）地

域の福祉

の向上に

関する部

会長

（２）地

域の子ど

もの健全

育成及び

文化に関
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化に関す

（５）そ

の他地域

づくり計
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く部会長

（部会長３名）

（総会＝総代会３０名以内）
（会長１名）

（副会長２名）

安心部会長 安全部会長 交流部会長

各区から選ばれた住民 １０名

※各区から選ばれた住民の内訳は、新田1、作畑１、大畑2、越知4、岩屋2


